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｡の合で

へ

答
一｜
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第

七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
は
「
在

任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

と
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府

を
代
表
し
て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ

ん
が
、
当
省
な
り
の
考
え
方
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、

こ
れ
ら
の
憲
法
の
規
定
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使

の
独
立
性
を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、

相
当
額
の
報
酬
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判

官
が
安
ん
じ
て
職
務
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額

1 ←



ま
す
。

ん
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
今
回
の
措
置
は
、
憲
法

第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
の
減

額
禁
止
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

同
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
引

下
げ
は
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
等
に
関
す
る
客

観
的
な
調
査
結
果
に
基
づ
く
、
人
事
院
勧
告
を
受

け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
国
家
公

務
員
全
体
の
給
与
水
準
の
民
間
と
の
均
衡
等
の
観

点
か
ら
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
行
政
府
の
国
家
公

務
員
の
給
与
引
下
げ
に
伴
い
、
法
律
に
よ
っ
て
一

律
に
全
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
こ
れ
と
同
程
度

の
引
き
下
げ
を
行
う
こ
と
は
、
裁
判
官
の
職
権
行

使
の
独
立
性
や
三
権
の
均
衡
を
害
し
て
司
法
府
の

活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

お
そ
れ
の
あ
る
報
酬
の
減
額
を
禁
止
し
た
趣
旨
の

規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

何
ら
か
の
圧
力
を
か
け
る
意
図
で
さ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

に
つ
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官
又
は
司
法
全
体
に

2 ←一



（
注
一
）こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
改
定
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
従
来
、
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
に
よ
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
と
は
、

特
別
職
及
び
一
般
職
の
給
与
と
対
応
さ
せ
、
特
別
職
及
び
一

般
職
の
給
与
が
改
定
さ
れ
た
場
合
は
同
じ
改
定
率
で
裁
判
官

及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
す
る
と
い
う
方
式
を
い
う
。

二
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
憲
法
の
規
定
が
解
さ
れ

従
来
、
裁
判
官
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

今
般
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

裁
判
官
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与

改
定
に
伴
い
、
報
酬
月
額
を
そ
の
額
に
お
い
て
お

お
む
ね
対
応
す
る
一
般
の
政
府
職
員
の
俸
給
の
減

額
に
準
じ
て
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
、

た
こ
と
（
注
一
）
な
ど
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
、

性
を
考
慮
し
つ
つ
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
と
す

る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
改
定
を
行
っ
て
き

員
全
体
の
給
与
体
系
の
中
で
、
そ
の
職
務
の
特
殊

る
こ
と
に
加
え
、
委
員
御
承
知
の
と
お
り
、
今
般

の
改
定
を
行
う
旨
閣
議
決
定
を
し
た
こ
と
、
ま
た
、

の
人
事
院
勧
告
を
受
け
、
同
勧
告
ど
お
り
の
給
与

3



答
弁
等
責
任
者

（
注
二
）

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所
自
宅

な
お
、
本
年
九
月
三
十
日
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
全

員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
会
議
も
同
趣
旨
の
結
論
を
確
認

し
た
と
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
ト
が
発
表
さ

れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。

携
帯
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最高裁判所事務総長コメント

政府においては’今年度の人事院勧告に沿って，特別職を含め，国家公務員の給与全
体を引き下げることとした旨決定した聞いております。

そこで’本日，先般の最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて，裁判官の報酬等に関
する法律を所管する法務省の担当部局に対し，裁判官の報酬について，国家公務員同様
の引き下げを行う旨の立法関係作業を依頼することとしました。

裁判官会議では，憲法上，裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨
及びその重みを十分に踏まえて検討し，人事院勧告の完全実施に伴い，国家公務員の給
与全体が引き下げられるような場合に,裁判官の報酬を同様に引き下げても，司法の独
立を侵すものではないことなどから，憲法に違反しない旨確認したものと理解していま
す。



ヂ

裁
判
所
構
成
法
に
は
次
の
規
定
が
あ
る
。

第
七
十
三
条
第
七
十
四
条
及
第
七
十
五
条
ノ
場
合
ヲ
除
ク

外
判
事
ハ
刑
法
ノ
宣
告
又
八
懲
戒
ノ
処
分
二
由
ル
ー
非
サ

レ
ハ
其
ノ
意
一
一
反
シ
テ
転
官
転
所
停
職
免
職
又
八
減
俸
セ

ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
但
シ
予
備
判
事
タ
ル
ト
キ
及
補
閾
ノ
必

要
ナ
ル
場
合
一
一
於
テ
転
所
ヲ
命
セ
ラ
ル
ル
ハ
此
ノ
限
一
一
在

ラ
ス

品
剛
四
国
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
廻
法
務
委

（
注
）

へ

答
一

俸
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
の
趣
旨
の
規
定
が
あ
り

ま
し
た
。

項
に
、
「
判
事
は
原
則
と
し
て
そ
の
意
に
反
し
て
減

せ
ん
で
し
た
が
、
裁
判
所
構
成
法
第
七
十
三
条
第
一

判
官
（
判
事
）
の
報
酬
を
保
障
す
る
規
定
は
あ
り
ま

二
間
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
は
、
憲
法
上
・
法

律
上
、
裁
判
官
の
報
酬
は
ど
の
よ
う
に
保
障

さ
れ
て
い
た
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。

大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
憲
法
に
は
裁

司
法
法
制
部
作
成

山
花
郁
夫
議
員
（
民
主
）
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今

や

第
七
十
五
条
法
律
ヲ
以
テ
裁
判
所
ノ
組
織
ヲ
変
更
シ
収
肋

之
ヲ
廃
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
其
ノ
判
事
ヲ
補
ス
ヘ
キ
關
位

※
ナ
キ
ト
キ
ハ
司
法
大
臣
ハ
之
一
一
俸
給
ノ
半
額
ヲ
給
シ
テ

閾
位
ヲ
待
夕
シ
ム
ル
ノ
権
ヲ
有
ス

※
欠
員
の
こ
と
。

第
七
十
四
条
判
事
身
体
若
ハ
精
神
ノ
衰
弱
一
一
因
り
職
務
ヲ

執
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
司
法
大
臣
ハ
控

訴
院
又
ハ
大
審
院
ノ
総
会
ノ
決
議
一
一
依
り
之
二
退
職
ヲ
命

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

．
予
備
判
事
の
場
合

．
身
体
若
し
く
は
精
神
の
衰
弱
に
因
り
職
務
を
執
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
控
訴
院
又
は
大
審
院
の
総
会
の
決
議

に
よ
り
司
法
大
臣
に
退
職
を
命
じ
ら
れ
た
場
合

．
法
律
に
よ
り
裁
判
所
の
組
織
を
変
更
・
廃
止
し
場
合
に
、

当
該
判
事
を
補
す
べ
き
欠
員
が
な
い
と
き

等
が
あ
る
。

２
前
項
ハ
懲
戒
取
調
又
ハ
刑
事
訴
追
ノ
始
若
ハ
其
ノ
間
二

於
テ
法
律
ノ
許
ス
停
職
二
関
係
ア
ル
コ
ト
ナ
シ

□ ●

こ
れ
に
よ
る
と
、
判
事
が
そ
の
意
に
反
し
て
減
俸
さ
れ

る
場
合
と
し
て
、

刑
法
の
宣
告

懲
戒
の
処
分

2
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責
任
者

lil
所役

宅自

携
帯
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ｄ
川
副
劉
刎
川
剃
引
叫
矧
。

一
一
当
時
の
経
緯
の
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
法
令
や
文

献
等
に
よ
れ
ば
、
概
ね
次
の
よ
う
な
経
緯
で
あ
っ
た

（
閲
剛
四
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
・
法
務
委
山
花
郁
夫
議
員
（
民
主
）

一
委
員
御
指
摘
の
と
お
り
、

へ

答
一

よ
う
で
す
。

１
昭
和
六
年
食
若
槻
内
閣
は
、
経
済
不
況
が
続
く

事
を
含
む
す
べ
て
の
官
吏
を
減
俸
し
よ
う
と
し
ま

中
で
、
国
家
財
政
緊
縮
の
一
環
と
し
て
、
俸
給
等

の
具
体
的
額
を
定
め
た
勅
令
の
改
正
に
よ
り
、
判
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三
以
上
が
当
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
経
緯
で
す

が
、 ｓ

も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
大
審
院
長
が
、
全
国
の

２
当
時
の
政
府
の
解
釈
は
、
全
て
の
判
事
を
そ
の

意
に
か
か
わ
ら
ず
減
俸
す
る
勅
令
の
改
正
は
裁
判

こ
と
か
ら
、
結
局
、
判
事
全
員
が
減
俸
若
し
く
は

寄
附
に
同
意
し
た
よ
う
で
す
。

判
事
に
対
し
て
減
俸
に
同
意
す
る
よ
う
訓
示
し
た

し
て
現
に
受
け
る
額
を
減
額
さ
れ
な
い
と
の
規
定

を
設
け
、
他
方
で
、
減
俸
に
同
意
し
な
い
判
事
に

対
し
て
は
、
次
回
帝
国
議
会
提
出
の
法
律
案
に
よ

り
減
俸
す
る
方
針
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

勅
令
の
附
則
に
、
判
事
に
つ
い
て
は
そ
の
意
に
反

所
構
成
法
に
反
し
な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、

違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

勅
令
の
改
正
は
、
裁
判
所
構
成
法
第
七
十
三
条
に

こ
う
し
た
反
対
運
動
を
受
け
て
、
政
府
は
、
改
正

判
事
に
よ
る
反
対
の
理
由
は
⑲
判
事
を
減
俸
す
る

に
よ
る
反
対
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
、

し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
判
事
を
含
め
官
吏

2÷一一



２
前
項
八
懲
戒
取
調
又
八
刑
事
訴
追
ノ
始
若
八
其
ノ
間
一
一

於
テ
法
律
ノ
許
ス
停
職
一
一
関
係
ア
ル
コ
ト
ナ
シ

（
注
）
裁
判
所
構
成
法
第
七
十
三
条

第
七
十
三
条
第
七
十
四
条
及
第
七
十
五
条
ノ
場
合
ヲ
除
ク

外
判
事
ハ
刑
法
ノ
宣
告
又
ハ
懲
戒
ノ
処
分
二
由
ル
ー
一
非
サ

レ
ハ
其
ノ
意
一
一
反
シ
テ
転
官
転
所
停
職
免
職
又
ハ
減
俸
セ

ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
但
シ
予
備
判
事
タ
ル
ト
キ
及
補
閾
ノ
必

要
ナ
ル
場
合
一
一
於
テ
転
所
ヲ
命
セ
ラ
ル
ル
ハ
此
ノ
限
二
在

ラ
ス

な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ｉ
、

同
意
に
か
か
ら
し
め
る
等
）
を
と
る
こ
と
は
相
当
で

と
同
様
の
措
置
（
報
酬
の
減
額
を
個
々
の
裁
判
官
の

；
う
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
勅
令
改
正
に
お
け
る
措
置

す
で
に
申
し
上
げ
た
事
情
か
ら
今
回
の
改
正
を
行

し
、

そ
も
そ
も
、

3



答
弁
等
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
携
帯

’
●
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答
弁
等
責
任
者

局
剛
四
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
・
法
務
委

（
鐘
自
）

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

自
宅

正
前
の
法
律
が
な
お
有
効
で
あ
り
、
改
正
前
の
法
律

に
基
づ
く
報
酬
の
請
求
権
が
あ
る
と
し
て
、
従
前
の

報
酬
と
減
額
後
の
報
酬
の
差
額
の
支
払
を
求
め
る
訴

訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

委
員
ご
指
摘
の
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
報
酬
の
減

額
を
定
め
た
改
正
法
が
違
憲
無
効
で
あ
る
か
ら
、
改

四
問
今
回
の
報
酬
引
下
げ
に
つ
い
て
、
個
々
の

裁
判
官
が
こ
れ
を
不
服
と
し
て
争
う
と
し
た

場
合
、
ど
の
よ
う
な
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。

携
帯

司
法
法
制
部
作
成

山
花
郁
夫
議
員
（
民
主
）



（
対
閃
凹
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
〆
法
務
委

へ

答
一

五
問
裁
判
官
の
報
酬
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て

は
、
違
憲
説
も
有
力
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

が
、
違
憲
説
に
立
っ
た
場
合
の
立
法
措
置
の

方
法
に
つ
い
て
は
検
討
し
た
の
か
、
法
務
大

臣
に
問
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
裁
判
官
の
報
酬
の
引

下
げ
は
、
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
行
政
府
の
国
家

公
務
員
全
員
の
給
与
引
下
げ
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、
た
だ
い
ま

委
員
御
指
摘
の
よ
う
に
、
国
家
財
政
上
の
理
由

な
ど
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
一
般
的
に
法
律
を

改
正
し
て
全
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
を
定
め
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
勘
式
き
ま
し
て
、

学
説
の
中
に
は
、
違
憲
説
に
立
っ
た
上
で
、
例
え

ば
、
法
改
正
後
に
任
命
さ
れ
る
裁
判
官
に
の
み
適

用
す
る
も
の
と
し
て
法
改
正
を
行
う
方
法
な
ら
ば

許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
も
の
が
あ
る
こ

と
は
承
知
し
て
お
り
ま
す
・

司
法
法
制
部
作
成

山
花
郁
夫
議
員
（
民
主
）

1 ←一



答
弁
等
責
任
者

確
な
答
弁
を
求
め
る
、
と
問
わ
れ
た
場
合
）

【
更
問
】

（
鐘
巨
）

（
違
憲
説
に
立
っ
た
場
合
の
措
置
の
妥
当
性
に
つ
い
て
明

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所
自
宅

考
え
て
お
り
ま
す
。

も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
妥
当
で
は
な

じ
、
人
事
管
理
上
の
問
題
が
生
じ
う
る
こ
と
な
ど

御
審
議
い
た
だ
い
て
い
る
措
置
が
最
も
妥
当
な
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

｜
号
俸
に
あ
り
な
が
ら
報
酬
額
が
異
な
る
者
が
生

委
員
御
指
摘
の
よ
う
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
同

携
帯

い

と

2



、

（
対
閃
周
一
・
副
大
臣
・
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
・
法
務
委
山
花
郁
夫
議
員
（
民
主
）

蕊
7】鴉

ほ篝

へ

答
一一
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
法
務
省

は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を
代
表
し

て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
裁

「

判
官
の
報
酬
の
減
額
に
関
す
る
憲
法
第
七
十
九
条

第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
裁
判

官
の
職
権
行
使
の
独
立
性
を
経
済
的
側
面
か
ら
担

保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報
酬
を
保
障
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て
職
務
に
専
念
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
官

の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官
又

は
司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け
る
意
図
で

さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、

1一一



考
え
て
良
い
か
、
と
問
わ
れ
た
場
合
）

裁
判
官
の
報
酬
の
み
を
裁
判
官
全
部
に
つ
い
て
減
額
す
る

とし
て
の
司
法
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
該
当
す
る
、
と

へ

答
一

【
更
問
】

（
で
は
、
立
法
・
行
政
の
公
務
員
に
つ
い
て
は
減
額
せ
ず

害
し
、
全
体
と
し
て
の
司
法
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合

に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
強
い
も
の
と
は
思
わ
れ
ま
す
＃
、
↑

い こ
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
委
員
御
指

委
員
御
指
摘
の
場
合
は
、
基
本
的
に
三
権
の
均
衡
を

う
よ
う
な
場
合
は
、
三
権
の
均
衡
を
害
し
、
全
体
と

え
ら
れ
ま
す
。

定
の
趣
旨
に
反
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ

均
衡
を
害
し
全
体
と
し
て
の
司
法
権
の
独
立
に
影

響
を
及
ぼ
す
場
合
な
ど
、
既
に
述
べ
た
憲
法
の
規

う
な
措
置
は
、
憲
法
第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第

八
十
条
第
二
項
に
鑑
み
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
考

摘
の
よ
う
に
、
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
が
三
権
の

し
た
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報
酬
の
減
額
を
禁
止

2



答
弁
等
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所
自
宅

な
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
離
れ
、
一
般
的

に
そ
の
よ
う
な
場
合
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
断
ず

る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
具
体
的

■

携
帯

3



（
対
大
臣
）
人
事
課
作
成

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
・
法
務
委
石
原
健
太
郎
議
員

（
答
）
｜
年
六
か
月
間
の
司
法
修
習
を
終
え
て
検
察
官

に
任
官
し
た
者
の
俸
給
月
額
は
二
十
三
万
九
千
三

百
円
で
あ
る
の
に
対
し
、
任
官
後
一
年
六
か
月
を

経
過
し
た
一
般
職
の
キ
ャ
リ
ア
職
員
の
俸
給
月
額

は
お
お
む
ね
十
九
万
六
千
三
百
円
と
な
っ
て
い
ま

は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

す
が
、
給
与
全
体
と
し
て
み
て
も
、
樹
劃
割
引
刎
引

殊
性
等
に
か
ん
が
み
、
超
過
勤
務
手
当
等
の
一
部

す
。

の
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま

し
か
し
な
が
ら
、

ま
た
、
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勤
務
の
特

逓
漕

イニ

（
自
由
）

〃はα

b、 少縁

－

つ
こ
．
と

1



答
弁
等
責
任
者

へ

資
料

国
家
公
務
員
に
支
給
さ
れ
る
各
種
手
当

連
絡
先

大
臣
官
房
人
事
課
長

今
後
も

保
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
の
で

い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

い
ー

処
遇
を
確
保
す
る

携 自役

宅所

、、

帯 そ
の
よ
う
な
処
遇
の
確
保
を
図
っ
て
ま

’
池
上
政
幸

一
」

と
は

◎ 、

優
秀
な
人
材
を
確

一

覧
表

、

2



国家公務員に支給される各種手当一一猿

､ー~′ ’乳果勺噸リン圏琴牽霧輿の職員一般に支給される初任給
(注3）副検事には,初任給調整手当は支給されない。
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（
対
大
臣
）

人
事
課
作
成

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
・
法
務
委
石
原
健
太
郎
議
員

（
鐘
目
）

一 二
間
今
般
の
人
事
院
勧
告
で
は
、

て
能
力
・
業
績
反
映
の
体
系
に

と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
事
に
つ

導
入
す
る
の
か
、
そ
の
方
向
性

務
大
臣
の
所
見
を
問
う
。

て
昇
給
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
任
官

後
の
経
験
年
数
が
浅
い
う
ち
は
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う

に
昇
給
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

一
一
御
指
摘
の
よ
う
に
、
先
般
、
職
務
・
職
責
を
基

本
と
し
た
能
力
・
実
績
主
義
を
重
視
し
た
給
与
制

度
に
つ
い
て
人
事
院
か
ら
国
会
及
び
内
閣
に
対
し

て
報
告
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
公

務
員
制
度
改
革
の
場
で
も
、
い
わ
ゆ
る
能
力
等
級

制
度
を
基
礎
と
し
た
給
与
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
ま

す
。

公
務
員
に
つ
い

す
べ
き
で
あ
る

い
て
、
こ
れ
を

に
つ
い
て
、
法

（
自
由
）

1



答
弁
等
責
任
者

大
臣
官
房
人
事
課
長
池
上
政
幸

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
画
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所
自
宅

（
注
）
能
力
等
級
制
度

今
後
の
樹
劃
割
引
刎
川
劉
司
１
綱
凰
副
馴
関
川
同
削
馴
剖

伽
Ｈ
割
引
刺
釧
渕
叫
刎
則
副
引
刺
ｕ
Ｎ
馴
例
ロ
ブ
Ｎ
コ
リ
剛
、

こ
れ
ら
の
議
論
を
見
守
り
つ
つ
、
検
察
官
の
職
務

の
特
殊
性
や
身
分
保
障
の
在
り
方
、
裁
判
官
の
人

事
制
度
と
の
整
合
性
等
を
も
踏
ま
え
て
、
十
分
に

樹
謝
割
引
利
剣
副
謝
鬮
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

職
務
遂
行
能
力
に
応
じ
て
職
員
を
能
力
等
級
に

格
付
け
、
こ
れ
を
任
用
、
給
与
及
び
評
価
の
基

準
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
ト
ー
タ
ル
シ

う
と
す
る
制
度
。

制
度
で
、
職
務
を
通
じ
て
現
に
発
揮
し
て
い
る

ス
テ
ム
と
し
て
の
人
事
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ

公
務
員
制
度
改
革
大
綱
に
お
い
て
示
さ
れ
た

携
帯

2



（
対
雨
間
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
一
月
十
三
日
（
水
）
衆
・
法
務
委

へ

答
…

【
更
問
】

（
鐘
巨
）

一

■■■■■

一

間
（
更
に
、
良
質
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
の
給
与

場
合
）

等
の
処
遇
に
関
す
る
方
策
に
つ
い
て
問
わ
れ
た

あ
り
ま
す
が
、

性
の
あ
る
検
察
官
を
確
保
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

検
察
官
の
職
務
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
確
保

法
務
省
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
有
能
で
適

検
事
に
つ
い
て
今
後
の
有
為
な
人
材
の
確

保
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

点
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
考
え
方
を
問
う
。

と
考
え
て
い
ま
す
。

人
事
課
作
成

石
原
健
太
郎
議
員

一
匡
震
示
し
舵

（
自
由
）
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●

答
弁
等
責
任
者

大
臣
官
房
人
事
課
長
池
上
政
幸

連
絡
先
役
所

自
宅
携
帯

確
保
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
の

す
る
こ
と
は
、
有

で
、
今
後
も
、
そ
の
よ
う
な
処
遇
の
確
保
を
図

っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。|’

能

で
適
性
の
あ
る
検
察
官
を

2



（
対
国
四
回
・
副
大
臣
ｑ
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
一
月
十
一
一
一
日
（
水
）
衆
・
法
務
委
木
島
日
出
夫
議
員
（
共
産
）

へ

答
…

■■■■■■
ー

今
回
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
引
下
げ
は
、
民

間
企
業
の
給
与
水
準
等
に
関
す
る
客
観
的
な
調
査

結
果
に
基
づ
く
、
人
事
院
勧
告
を
受
け
て
行
わ
れ

る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
国
家
公
務
員
全
体
の

給
与
水
準
の
民
間
と
の
均
衡
等
の
観
点
か
ら
人
事

院
勧
告
に
基
づ
く
行
政
府
の
国
家
公
務
員
の
給
与

引
下
げ
に
伴
い
、
法
律
に
よ
っ
て
一
律
に
全
裁
判

官
の
報
酬
に
つ
い
て
こ
れ
と
同
程
度
の
引
下
げ
を

行
う
こ
と
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
性
や

三
権
の
均
衡
を
害
し
て
司
法
府
の
活
動
に
影
響
を

及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
い

ま
し
て
、
今
回
の
措
置
は
、
法
務
省
と
い
た
し
ま

し
て
も
、
憲
法
第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十

問
一
般
職
の
職
員
に
つ
い
て
人
事
院
勧
告
で

俸
給
の
引
下
げ
勧
告
が
出
た
か
ら
と
い
っ
て

裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
こ
れ
に
な
ら
う
こ

と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
法
務
大
臣
に
問

一
つ
。

＜－－
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（
注
一
）こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
改
定
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
従
来
、
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
に
よ
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
と
は
、

二
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
憲
法
の
規
定
が
解
さ
れ

今
般
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

額
に
準
じ
て
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
、

改
定
に
伴
い
、
報
酬
月
額
を
そ
の
額
に
お
い
て
お

お
む
ね
対
応
す
る
一
般
の
政
府
職
員
の
俸
給
の
減

裁
判
官
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与

た
こ
と
（
注
一
）
な
ど
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
、

性
を
考
慮
し
つ
つ
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
と
す

る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
改
定
を
行
っ
て
き

員
全
体
の
給
与
体
系
の
中
で
、
そ
の
職
務
の
特
殊

従
来
、
裁
判
官
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

条
第
二
項
の
減
額
禁
止
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

る
こ
と
に
加
え
、
委
員
御
承
知
の
と
お
り
、
今
般

の
改
定
を
行
う
旨
閣
議
決
定
を
し
た
こ
と
、
ま
た
、

の
人
事
院
勧
告
を
受
け
、
同
勧
告
ど
お
り
の
給
与

の
で
は
な
く
、
同
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
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答
弁
等
責
任
者

（
注
二
）な
お
、
本
年
九
月
三
十
日
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
全

員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
会
議
も
同
趣
旨
の
結
論
を
確
認

し
た
と
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
ト
が
発
表
さ

れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

自
宅
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所
自
宅

特
別
職
及
び
一
般
職
の
給
与
と
対
応
さ
せ
、
特
別
職
及
び
一

般
職
の
給
与
が
改
定
さ
れ
た
場
合
は
同
じ
改
定
率
で
裁
判
官

及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
す
る
と
い
う
方
式
を
い
う
。

携
帯
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最高裁判所事務総長コメント

政府においては，今年度の人事院勧告に沿って，特別職を含め，国家公務員の給与全
体を引き下げることとした旨決定した聞いております。

そこで,本日，先般の最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて，裁判官の報酬等に関
する法律を所管する法務省の担当部局に対し，裁判官の報酬について，国家公務員同様
の引き下げを行う旨の立法関係作業を依頼することとしました。

裁判官会議では，憲法上，裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨
及びその重みを十分に踏まえて検討し, ‘人事院勧告の完全実施に伴い，国家公務員の給
与全体が引き下げられるような場合に，裁判官の報酬を同様に引き下げても，司法の独
立を侵すものではないことなどから，憲法に違反しない旨確認したものと理解していま
す。



（
対
田
凹
圓

十
一
月
十

（
注
）

検
察
官
給
与
等
の
引
下
げ
総
合
計
額
の
内
訳

職
員
基
本
給
△
一
億
三
五
○
○
万

職
員
諸
手
当
△
五
億
六
七
○
○
万

国
家
公
務
員
共
済
組
合
負
担
金△
三
○
○
万

合
計
△
七
億
五
○
○
万
円

へ

答
一

承
知
し
て
お
り
ま
す

今
回
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
今
年
度
の
歳
出
は
、

検
察
官
に
つ
い
て
は
、
本
俸
減
額
分
の
み
で
、
概
算

約
三
億
八
○
○
○
万
円
の
減
額
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
裁
判
官
に
関
し
て
は
、
本
俸
減
額
分
の
み

で
、
概
算
、
年
間
約
五
億
七
○
○
○
万
円
の
減
額
と

■■■■■

■■■■■■■

問
裁
判
官
・
検
察
官
の
今
回
の
報
酬
・
俸
給

の
引
下
げ
に
よ
り
、
財
政
に
対
す
る
影
響
は

ど
れ
く
ら
い
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。

・
副
大
臣
・
政

三
日
（
水
）
衆

。

務
官
）

・
法
務

司
法
法
制
部

委
木
島
日
出
夫
議

、

円 円円

作
成

員
（
共
産
）、

1



答
弁
等
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
黒
川
弘
務

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

へ

携
帯
自
宅

’
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←

（
対
［
囚
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
一
月
十
一
二
曰
（
水
）
衆
・
法
務
委
木
島
日
出
夫
議
員
（
共
産
）

（
鐘
自
）な

お
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド

方
式
を
採
り
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
と
連
動
し

て
改
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
に
照
ら
せ
ば
、
裁
判

す
。

御
指
摘
の
点
は
今
回
の
公
務
員
給
与
引
下
げ
全
体

に
係
る
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
今
回
の
給
与
改
定
は
、
専
門
・
第
三
者
機
関

で
あ
る
人
事
院
に
よ
る
民
間
の
給
与
実
態
の
精
確
な

調
査
結
果
に
基
づ
く
一
般
職
国
家
公
務
員
に
つ
い
て

の
勧
告
が
、
政
府
に
お
い
て
、
国
政
全
般
の
観
点
か

ら
熟
慮
の
上
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
に
準
じ
た
改
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で

三
問
民
間
給
与
が
下
が
り
、
消
費
が
冷
え
て
い

る
時
だ
か
ら
こ
そ
、
裁
判
官
、
検
察
官
の
給

与
を
引
き
下
げ
る
べ
き
で
は
な
い
、
の
で
は

な
い
か
、
法
務
大
臣
の
所
見
を
問
う
。

二一一

1



答
弁
等
責
任
者

iii
所役

宅自

官
及
び
検
察
官
の
給
与
の
み
を
引
き
下
げ
な
い
と
す

る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

携
帯

ー
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